
個人情報ファイルの名称 行政機関等の名称 組織の名称 利用目的 記録項目 記録範囲 収集方法
要配慮個人情報が含まれるかど
うか

経常的提供先 他の法律・命令による訂正等の制度
データ・紙の
別

政令第21条第7項に該当
する個人情報ファイルの
有無

備考

1
本人（同居親族
を含む）の届け
出

●●から提供 ●●調査 その他

下水道水洗化率、普及率等調査
ファイル

上下水道事業の管理者
の権限を行う市長

下水道課
下水道水洗化率、普及率等の統計情報の把
握のため

幹線大区
分

河内長野市在住の市民 市民窓口課 データ 無

下水道台帳（ＧＩＳ）通報（陳情・要
望・苦情）データ

上下水道事業の管理者
の権限を行う市長

下水道課

公共下水道施設（汚水・雨水）等に関する
市民等からの通報（陳情・要望・苦情）内
容及び処理内容等を記録し、処理状況の進
行確認及び将来同様の陳情等があった場合
の検討資料として活用等するため

通報番号
公共下水道施設（汚水・雨水）等
に関する通報（陳情・要望・苦
情）を行った者

●
庁内及び保健所等、通報内容
に関連する組織

データ 無

大阪府下水道排水設備工事 責
任技術者登録名簿一覧

上下水道事業の管理者
の権限を行う市長

下水道課
本市で排水設備等工事を行う資格（大阪府
下水道排水設備工事 責任技術者）登録の有
無を確認するため

氏名
大阪府下水道協会に対して大阪府
下水道排水設備工事 責任技術者
の登録を行った者

大阪府下水道協会 データ 無

下水道台帳（ＧＩＳ）桝設置申請
データ

上下水道事業の管理者
の権限を行う市長

下水道課

市民等が所有する土地に公共汚水桝を設置
等するにあたり、市民等から収集した公共
汚水桝設置申請書等をデータ化し、桝設置
等当時の情報を記録することで、将来の市
民等との折衝等の資料とするため

申請番号
公共汚水桝設置申請書等を提出し
た者

● データ 無

下水道排水設備等工事届出ファ
イル

上下水道事業の管理者
の権限を行う市長

下水道課
排水設備等の工事に関して市に提出された
届出の内容確認及び将来の市民等からの問
い合わせ等への対応のため

受付番号 排水設備等の工事の届出をした者 ● 経営総務課 データ 無

下水道受益者負担金
上下水道事業の管理者
の権限を行う市長

下水道課
平成11年度以降の下水道受益者負担金に係
る賦課、徴収及び滞納整理

土地状態
管理

賦課年度内の土地状態及び受益者
管理

●
税務課からの提供（賦課区域内に
おける固定資産情報及び受益者税
情報）

賦課区域内における登記簿謄本調
査

税務課　法務局 テータ及び紙 無

下水道事業受益者負担金滞納整
理システム

上下水道事業の管理者
の権限を行う市長

下水道課
昭和63年から平成10年度までの下水道受
益者負担金に係る賦課、徴収及び滞納整理

宛名
賦課年度内の土地状態及び受益者
管理

●
税務課からの提供（賦課区域内に
おける固定資産情報及び受益者税
情報）

賦課区域内における登記簿謄本調
査

税務課　法務局 データ 無



　🔙 一覧に戻る

個人情報ファイルの名称 下水道水洗化率、普及率等調査ファイル

行政機関等の名称 上下水道事業の管理者の権限を行う市長

下水道課

個人情報ファイルの利用目的 下水道水洗化率、普及率等の統計情報の把握のため

記録範囲 河内長野市在住の市民

本人（同居親族を含
む）の届け出

-

提供元 市民窓口課

調査 -

その他 -

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 -

（名 称） 総務資源部　総務課

（所在地） 河内長野市原町一丁目１番１号

法第60条第2項第１号 -

（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

有

（マニュアル処理ファイ
ル）政令第21条第7項
に該当するファイル

無

-

-

-

-

-

-

備 考

幹線大区分,処理区CO,処理区表示,市街化co,市街化表示,ＤＩＤ_CO,ＤＩＤ表示,汚水年度,接続点CO,接続点表示,河川CO,河川流域表示,コミプラCO,コミプラ団地表示,町名co,町名,水洗化CO,水洗
化状況,世帯区分,例外措置bit,世帯コードのｶｳﾝﾄ,世帯人数の合計,世帯人数（住記）の合計,世帯人数（外登）の合計

記録項目

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができ
る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

個人情報ファイルの種別

記録情報の収集方法

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルで
ある旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要



　🔙 一覧に戻る

個人情報ファイルの名称 下水道台帳（ＧＩＳ）通報（陳情・要望・苦情）データ

行政機関等の名称 上下水道事業の管理者の権限を行う市長

下水道課

個人情報ファイルの利用目的
公共下水道施設（汚水・雨水）等に関する市民等からの通報（陳情・要望・苦情）内容及び処理内容等を記録し、処理状況の進行確認及び将来同様の陳情等があった場合の検討資料として活用
等するため

記録範囲 公共下水道施設（汚水・雨水）等に関する通報（陳情・要望・苦情）を行った者

本人（同居親族を含
む）の届け出

有

提供元 -

調査 -

その他 -

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 庁内及び保健所等、通報内容に関連する組織

（名 称） 総務資源部　総務課

（所在地） 河内長野市原町一丁目１番１号

法第60条第2項第１号 -

（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

有

（マニュアル処理ファイ
ル）政令第21条第7項
に該当するファイル

無

-

-

-

-

-

-

備 考

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

記録項目

通報番号,受付年度,年度内連番,受付年月日,受付時間,通報者,通報者連絡先,受付者,通報区分,通報内容,通報内容詳細,特記事項,処置区分,進行状況,確認年月日,備考,参考図書

記録情報の収集方法

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

個人情報ファイルの種別

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルで
ある旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができ
る期間



　🔙 一覧に戻る

個人情報ファイルの名称 大阪府下水道排水設備工事 責任技術者登録名簿一覧

行政機関等の名称 上下水道事業の管理者の権限を行う市長

下水道課

個人情報ファイルの利用目的 本市で排水設備等工事を行う資格（大阪府下水道排水設備工事 責任技術者）登録の有無を確認するため

記録範囲 大阪府下水道協会に対して大阪府下水道排水設備工事 責任技術者の登録を行った者

本人（同居親族を含
む）の届け出

-

提供元 大阪府下水道協会

調査 -

その他 -

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 -

（名 称） 総務資源部　総務課

（所在地） 河内長野市原町一丁目１番１号

法第60条第2項第１号 -

（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

有

（マニュアル処理ファイ
ル）政令第21条第7項
に該当するファイル

無

-

-

-

-

-

-

備 考

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

記録項目

氏名　,フリガナ,合格番号（７桁）,登録日,登録満了日,郵便番号,現住所,連絡先（自宅）,連絡先（携帯）,指定工事店名,専属責任技術者氏名,営業所の電話番号,備考

記録情報の収集方法

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

個人情報ファイルの種別

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルで
ある旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができ
る期間



　🔙 一覧に戻る

個人情報ファイルの名称 下水道台帳（ＧＩＳ）桝設置申請データ

行政機関等の名称 上下水道事業の管理者の権限を行う市長

下水道課

個人情報ファイルの利用目的
市民等が所有する土地に公共汚水桝を設置等するにあたり、市民等から収集した公共汚水桝設置申請書等をデータ化し、桝設置等当時の情報を記録することで、将来の市民等との折衝等の資
料とするため

記録範囲 公共汚水桝設置申請書等を提出した者

本人（同居親族を含
む）の届け出

有

提供元 -

調査 -

その他 -

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 -

（名 称） 総務資源部　総務課

（所在地） 河内長野市原町一丁目１番１号

法第60条第2項第１号 -

（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

有

（マニュアル処理ファイ
ル）政令第21条第7項
に該当するファイル

無

-

-

-

-

-

-

備 考

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

記録項目

申請番号,連番,申請日,申請者住所,申請者氏名,申請者電話番号,設置場所,土地所有者住所,土地所有者氏名,土地所有者電話番号,家屋所有者住所,家屋所有者氏名,家屋所有者電話番号,設置
する土地の所有者住所,設置する土地の所有者氏名,現地確認日,確認者申請者側,確認者との間柄,確認者市側,桝深さ,蓋の種類,流入口径,備考

記録情報の収集方法

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

個人情報ファイルの種別

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルで
ある旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができ
る期間



　🔙 一覧に戻る

個人情報ファイルの名称 下水道排水設備等工事届出ファイル

行政機関等の名称 上下水道事業の管理者の権限を行う市長

下水道課

個人情報ファイルの利用目的 排水設備等の工事に関して市に提出された届出の内容確認及び将来の市民等からの問い合わせ等への対応のため

記録範囲 排水設備等の工事の届出をした者

本人（同居親族を含
む）の届け出

有

提供元 -

調査 -

その他 -

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 経営総務課

（名 称） 総務資源部　総務課

（所在地） 河内長野市原町一丁目１番１号

法第60条第2項第１号 -

（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

有

（マニュアル処理ファイ
ル）政令第21条第7項
に該当するファイル

無

-

-

-

-

-

-

備 考

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

記録項目

受付番号,受付ID,告示日,申請者住所,申請者勤務先等,申請者氏名,フリガナ,申請者ＴＥＬ,施工場所,施工地番,使用者住所,使用者勤務先等,使用者氏名,指定業者,責任技術者,補助金,融資斡旋,検
査済番号,使用開始日,工事内容,設備の種類,排水区分,検査合格日,補助金受付番号,補助金援助番号,補助金の交付額,補助金振込金融機関,補助金振込支店名,補助金振込種目,補助金振込口
座番号,補助金受取人,補助金受取フリガナ,補助金交付日,融資斡旋番号,融資斡旋額,融資斡旋金融機関,融資の実行日,融資申込日,管桝番号,完了日（日付）,使用開始日（日付）,受付日（日付）,
完了予定日（日付）,郵便番号,総工事金額,返済回数,負担金番号,納付状況,融資分口座番号,返済最終月,返済最終年,完済補助金額,完済補助金申請日,補助金振込先金融機関名,補助金振込先
支店名,入力日,市税状況,検査済番号（旧）,変更分,申請者住所_修正前,申請者勤務先等_修正前,申請者氏名_修正前,フリガナ_修正前,申請者ＴＥＬ_修正前,施工場所_修正前,施工地番_修正前,備
考,撤去,除害施設有無,下水道区分,ゼンリン,吉田地図,桝設置申請番号

記録情報の収集方法

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

個人情報ファイルの種別

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルで
ある旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができ
る期間



　🔙 一覧に戻る

個人情報ファイルの名称 下水道受益者負担金

行政機関等の名称 上下水道事業の管理者の権限を行う市長

下水道課

個人情報ファイルの利用目的 平成11年度以降の下水道受益者負担金に係る賦課、徴収及び滞納整理

記録範囲 賦課年度内の土地状態及び受益者管理

本人（同居親族を含
む）の届け出

有

提供元 税務課からの提供（賦課区域内における固定資産情報及び受益者税情報）

調査 賦課区域内における登記簿謄本調査

その他 -

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 税務課　法務局

（名 称） 総務資源部　総務課

（所在地） 河内長野市原町一丁目１番１号

法第60条第2項第１号 有

（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

有

（マニュアル処理ファイ
ル）政令第21条第7項
に該当するファイル

無

-

-

-

-

-

-

備 考

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

記録項目

土地状態管理,新年度賦課区域,受益者物件,受益者,受益者調定,受益者土地調定,更生キーデータ,申告書発送用受益者,引落日,計算方法管理,受益者管理,受益者設定管理,前納納付書出力区
分,前納報奨金管理,前納報奨金交付率,納付書納入期限,受益者期数情報,末番管理テーブル,減免率,事業区分名称,地目,徴収猶予理由,負担区,権利種類,地積変更理由,猶予取消理由,減免取消
理由,異動事由,期別,前納区分,用途,増改築,固定大字テーブル,固定小字テーブル,受益者物件履歴,受益者履歴,受益者調定履歴,受益者土地調定履歴,所在地編集用地番区分,現況種別,現況用
途,テスト印刷,宛名テーブル

記録情報の収集方法

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

個人情報ファイルの種別

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルで
ある旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができ
る期間



　🔙 一覧に戻る

個人情報ファイルの名称 下水道事業受益者負担金滞納整理システム

行政機関等の名称 上下水道事業の管理者の権限を行う市長

下水道課

個人情報ファイルの利用目的 昭和63年から平成10年度までの下水道受益者負担金に係る賦課、徴収及び滞納整理

記録範囲 賦課年度内の土地状態及び受益者管理

本人（同居親族を含
む）の届け出

有

提供元 税務課からの提供（賦課区域内における固定資産情報及び受益者税情報）

調査 賦課区域内における登記簿謄本調査

その他 -

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 税務課　法務局

（名 称） 総務資源部　総務課

（所在地） 河内長野市原町一丁目１番１号

法第60条第2項第１号 -

（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

有

（マニュアル処理ファイ
ル）政令第21条第7項
に該当するファイル

無

-

-

-

-

-

-

備 考

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

記録項目

宛名,収納金額,新年度賦課金額,賦課金額,賦課地番,賦課土地

記録情報の収集方法

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

個人情報ファイルの種別

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルで
ある旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができ
る期間


